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緊
急
政
策
提
言 

二
〇
兆
円
に
の
ぼ
る
罪
深
き
ム
ダ
を
省
け 

六
県
知
事
が
突
き
つ
け
た
補
助
金
不
要
リ
ス
ト 

   

三
位
一
体
改
革
に
対
し
て
、
知
事
た
ち
が
共
同
で
突
き
つ
け
た
国
庫
補
助
金
見
直
し
の
提
言
。
小
泉
内

閣
の
骨
太
の
方
針
第
三
弾
で
謳
わ
れ
た
「
四
兆
円
程
度
の
廃
止
・
縮
減
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
二
〇
兆
円
規

模
の
全
面
的
な
見
直
し
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
地
方
の
決
意
は
首
長
た
ち
の
反
乱
か
、
国
民
覚
醒
の
た
め

の
決
起
な
の
か 

―
―
。 

  

二
十
一
世
紀
臨
調
「
知
事
・
市
長
連
合
会
議
」
座
長 
岩
手
県
知
事 

増
田 

寛
也 

宮
城
県
知
事 

浅
野 

史
郎 

千
葉
県
知
事 

堂
本 

暁
子 

静
岡
県
知
事 
石
川 

嘉
延 

和
歌
山
県
知
事 
木
村 

良
樹 

福
岡
県
知
事 

麻
生 

 
渡 

   

六
月
二
十
七
日
、
小
泉
内
閣
の
骨
太
の
方
針
第
三
弾
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
目
の
三
位
一
体
改

革
（
税
源
移
譲
、
補
助
金
削
減
、
交
付
税
見
直
し
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
度
ま
で
に
補
助
金
を
四
兆
円
削
減
、

削
減
分
に
つ
い
て
は
義
務
的
経
費
は
全
額
、
そ
れ
以
外
は
八
割
を
地
方
に
税
源
移
譲
す
る
方
針
が
明
記
さ
れ
る
に
と
ど

ま
り
、
対
象
と
な
る
補
助
金
や
税
目
の
具
体
論
に
つ
い
て
は
年
末
の
予
算
編
成
・
税
制
改
正
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
格
好

と
な
っ
て
い
る
。 

 

政
府
作
業
の
行
方
を
危
ぶ
む
声
が
日
増
し
に
強
ま
る
中
で
、
新
し
い
日
本
を
つ
く
る
国
民
会
議
（
二
十
一
世
紀
臨
調
）

の
「
知
事
・
市
長
連
合
会
議
」
（
座
長
＝
増
田
寛
也
岩
手
県
知
事
）
は
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
千
葉
県
、
静
岡
県
、
和

歌
山
県
、
福
岡
県
の
六
県
知
事
共
同
で
八
月
二
十
七
日
、
「
国
庫
補
助
負
担
金
の
見
直
し
に
関
す
る
緊
急
提
言
」
を
公

表
し
た
。
「
中
央
か
ら
与
え
ら
れ
る
地
方
分
権
」
で
は
な
く
、
各
地
域
が
自
己
責
任
で
決
定
す
る
地
域
主
権
型
社
会
の

構
築
を
目
指
す
六
県
知
事
は
、
年
末
ま
で
具
体
案
を
先
送
り
し
た
政
府
に
対
し
、
地
方
の
立
場
か
ら
補
助
金
の
詳
細
な

検
討
を
行
い
、
「
こ
ん
な
補
助
金
は
要
ら
な
い
」
と
具
体
的
な
対
案
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。 

 

各
県
知
事
が
共
同
で
す
べ
て
の
補
助
金
の
見
直
し
作
業
を
行
う
の
も
初
め
て
な
ら
、
地
方
の
立
場
か
ら
国
に
具
体
的
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な
対
案
を
突
き
つ
け
る
の
も
こ
の
国
の
歴
史
上
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

脱
官
僚
、
脱
無
党
派
、
脱
中
央
集
権
を
旗
印
に
す
る
二
十
一
世
紀
臨
調
は
、
発
足
と
同
時
に
、
政
権
公
約
（
マ
ニ
フ

ェ
ス
ト
）
の
導
入
を
提
言
。
小
泉
首
相
、
菅
民
主
党
代
表
が
提
言
に
応
え
る
か
た
ち
で
次
の
総
選
挙
で
、
政
権
公
約
を

策
定
す
る
意
向
を
本
誌
上
で
表
明
す
る
（
本
誌
８
月
号
）
な
ど
、
そ
の
発
言
は
、
日
本
政
治
を
突
き
動
か
す
一
大
争
点

と
な
っ
て
い
る
。 

 

補
助
金
を
不
要
と
し
、
税
源
を
地
方
に
移
譲
せ
よ
と
い
う
今
回
の
提
言
は
、
具
体
案
を
先
送
り
し
続
け
て
き
た
中
央

政
治
、
政
党
に
刃
を
突
き
つ
け
る
も
の
だ
。
こ
の
提
言
は
全
国
の
自
治
体
で
始
ま
り
つ
つ
あ
る
同
様
の
見
直
し
作
業
の

起
爆
剤
と
な
り
、
政
府
の
方
針
や
各
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
影
響
を
与
え
る
ご
と
が
予
想
さ
れ
る
。
明
治
以
来
の
地
方

の
中
央
へ
の
従
属
の
か
た
ち
は
確
実
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
方
首
長
の
反
乱
で
は
な
く
国
と
国
民
の
覚
醒

の
た
め
の
提
言
で
あ
る
。 

 

知
事
た
ち
の
声
を
国
は
ど
う
聞
く
の
か
。
知
事
た
ち
が
、
あ
え
て
こ
の
時
期
に
発
表
し
た
の
は
、
八
月
ま
で
に
行
わ

れ
る
見
通
し
の
予
算
案
概
算
要
求
基
準
に
、
こ
の
提
言
を
滑
り
込
ま
せ
る
た
め
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
図
っ
た
も
の
と
い
う
。

ま
た
、
民
主
党
は
次
期
衆
院
選
で
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
政
権
公
約
）
に
採
用
す
る
と
表
明
し
て
い
る
。 

 

他
方
で
道
州
制
の
議
論
が
な
さ
れ
、
市
町
村
合
併
が
進
む
な
ど
、
国
民
の
地
方
政
治
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
を
見

せ
て
い
る
。
国
に
縛
ら
れ
て
き
た
県
が
こ
う
し
た
具
体
案
で
提
言
す
る
こ
と
は
か
つ
て
な
い
危
機
感
の
表
れ
で
も
あ
る
。

「
骨
太
と
は
地
方
に
と
っ
て
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
」
と
突
き
つ
け
て
国
の
回
答
を
待
つ
。 

 

地
方
分
権
改
革
と
し
て
六
月
二
十
七
日
、
小
泉
内
閣
の
骨
太
の
方
針
第
三
弾
「
三
位
一
体
改
革
」
が
閣
議
決
定
さ
れ

た
。
「
三
位
」
と
は
キ
リ
ス
ト
教
で
創
造
主
で
あ
る
父
な
る
神
、
子
な
る
神
、
聖
霊
な
る
神
の
三
者
を
さ
す
。
三
者
が

一
体
と
な
っ
て
協
力
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
よ
う
だ
。 

 

地
方
へ
の
国
庫
補
助
負
担
金
（
以
下
国
庫
補
助
金
と
略
す
）
の
削
減
、
税
源
移
譲
、
地
方
交
付
税
の
抑
制
を
「
三
位
」

と
見
立
て
る
小
泉
内
閣
の
構
造
改
革
案
が
、
国
か
ら
地
方
に
権
限
を
移
し
、
国
・
地
方
を
通
じ
て
財
政
再
建
を
行
い
、

そ
れ
が
日
本
を
再
生
さ
せ
る
最
良
の
方
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
三
項
目
一
体
の
実
現
が
欠
か
せ
な
い
。
「
三
位
一
体
改

革
」
が
大
き
く
一
歩
踏
み
出
し
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、
二
歩
目
か
ら
の
後
退
は
許
さ
れ
な
い
。 

  

国
庫
補
助
金
は
見
直
す
べ
き 

  

明
治
以
来
の
地
方
の
中
央
へ
の
従
属
関
係
を
問
い
直
し
、
分
権
化
と
歳
出
削
減
を
並
行
し
て
行
お
う
と
す
る
構
造
改

革
論
議
は
、
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
な
ど
で
さ
ま
ざ
ま
な
討
議
が
さ
れ
て
き
た
が
、
国
は
六
月
二
十
七
日
の
「
経
済

財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二
〇
〇
三
」
（
「
骨
太
の
方
針
第
三
弾
」
）
で
、 

①
国
庫
補
助
金
を
平
成
十
八
年
度
ま
で
に
概
ね
四
兆
円
削
減
、 

②
そ
の
う
ち
、
公
立
小
中
学
校
教
職
員
の
給
与
を
国
が
補
助
す
る
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
な
ど
義
務
的
経
費
は
一
〇

割
、
そ
の
他
は
八
割
を
税
源
移
譲
、 

③
地
方
交
付
税
は
総
額
を
抑
制 

―
― 

と
閣
議
決
定
し
た
（
図
１
）
。 

 

数
値
目
標
は
明
記
さ
れ
た
が
、
ど
の
補
助
金
を
削
減
す
る
の
か
、
ど
の
国
税
を
地
方
に
移
譲
す
る
の
か
な
ど
は
不
明

の
ま
ま
で
、
具
体
論
は
年
末
の
平
成
十
六
年
度
予
算
編
成
と
税
制
改
革
に
持
ち
越
さ
れ
た
。 
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国
庫
補
助
金
削
減
や
地
方
交
付
税
の
見
直
し
へ
の
抵
抗
は
強
い
。
今
後
の
予
算
編
成
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ

る
か
注
目
す
べ
き
だ
が
、
国
庫
補
助
金
の
配
分
を
通
じ
影
響
力
を
保
持
し
て
き
た
中
央
官
庁
や
族
議
員
が
巻
き
返
し
を

図
っ
て
く
る
こ
と
は
必
至
で
あ
り
、
曲
折
が
予
想
さ
れ
る
。 

 

わ
れ
わ
れ
は
「
地
方
な
く
し
て
国
家
な
し
」
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
国
家
を
支
え
て
い
る
地
方
に
元
気
や
活

気
が
な
く
て
は
、
国
家
は
空
洞
化
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
か
。
「
三
位
一
体
改
革
」
が
地
方
へ
の
借
金
の
つ
け
回
し
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
地
方
を
再
生
し
、
国
家
を
再
建
す
る
指
標
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
知
事
・
市
長
連

合
会
議
の
メ
ン
バ
ー
は
、
地
方
か
ら
の
生
活
者
起
点
、
地
域
主
義
に
よ
る
分
権
改
革
を
推
進
す
る
た
め
に
、
ま
ず
国
庫

補
助
金
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
先
に
そ
の
具
体
的
な
検
討
内
容
を
発
表
し
た
が
、
地
方
の
声
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
改
め
て
紹
介
し
な
が
ら
国
庫
補
助
金
問
題
を
掘
り
下
げ
る
。 

  

国
庫
補
助
金
と
は
何
か 

  

補
助
金
は
、
使
途
を
特
定
し
て
国
庫
か
ら
地
方
自
治
体
に
支
出
交
付
す
る
資
金
（
国
庫
支
出
金
）
の
通
称
で
地
方
財

政
法
で
は 

①
地
方
自
治
体
が
実
施
す
る
事
務
経
費
の
一
定
割
合
を
国
が
義
務
的
に
負
担
す
る
国
庫
負
担
金
、 

②
特
定
の
施
策
の
実
施
や
財
政
援
助
の
た
め
の
国
庫
補
助
金
、 

③
国
が
行
う
べ
き
事
務
を
地
方
自
治
体
に
代
行
さ
せ
る
際
の
経
費
を
支
出
す
る
国
庫
委
託
金 

に
分
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

地
方
自
治
体
の
予
算
業
務
で
は
主
に
①
と
②
の
有
無
は
、
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
。
特
に
②
は
二
分
の
一
の
補

助
率
の
国
庫
補
助
事
業
が
あ
っ
た
場
合
、
地
方
に
一
億
円
の
財
源
が
あ
れ
ば
二
億
円
の
事
業
が
で
き
る
。
補
助
金
が
付

け
ば
優
先
的
に
予
算
が
付
け
ら
れ
、
補
助
金
が
な
け
れ
ば
厳
密
な
査
定
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
ま
で
繰
り
返

さ
れ
て
き
た
。
地
方
か
ら
見
る
と
、
国
庫
補
助
金
は
手
持
ち
の
お
金
、
す
な
わ
ち
自
主
財
源
を
増
や
し
て
く
れ
る
「
打

出
の
小
槌
」
に
見
え
る
。
こ
の
た
め
か
つ
て
は
、
各
自
治
体
と
も
で
き
る
だ
け
多
く
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
た
め

に
、
頻
繁
な
「
霞
が
関
詣
で
」
を
行
い
、
よ
り
多
く
の
補
助
金
を
獲
得
し
て
く
る
こ
と
が
首
長
や
国
会
議
員
の
実
力
を

測
る
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
。 

 

国
庫
補
助
金
と
い
っ
て
も
、
源
を
た
ど
れ
ば
国
民
が
納
め
た
税
金
に
違
い
な
い
が
、
地
方
自
治
体
か
ら
見
れ
ば
、
国

の
財
布
か
ら
い
か
に
お
金
を
引
き
出
す
か
に
熱
心
に
な
る
あ
ま
り
、
外
か
ら
見
れ
ば
無
駄
と
見
ら
れ
る
事
業
を
行
っ
て

い
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。 

 

例
え
ば
、
地
域
か
ら
の
要
望
も
あ
り
、
延
べ
床
面
積
一
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
、
事
業
費
一
億
円
の
建
物
を
造
る
必

要
が
あ
っ
た
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
国
の
補
助
事
業
を
調
べ
て
み
る
と
、
少
し
大
き
く
し
て
一
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

だ
と
補
助
対
象
に
な
る
こ
と
が
わ
か
り
、
事
業
費
が
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
、
補
助
率
二
分
の
一
と
す
れ
ば
、
自
治
体
の

負
担
は
七
五
〇
〇
万
円
で
す
む
こ
と
に
な
る
。
ト
ー
タ
ル
の
事
業
費
は
増
え
る
が
自
治
体
の
負
担
は
減
る
。 

 

自
分
の
団
体
だ
け
の
財
政
事
情
で
考
え
れ
ば
歳
出
を
減
ら
す
合
理
的
行
動
で
は
あ
っ
た
が
、
国
民
経
済
全
体
か
ら
見

れ
ば
不
合
理
で
、
部
分
最
適
で
は
あ
っ
て
も
全
体
最
適
で
は
な
い
行
動
の
見
本
で
あ
っ
た
。 
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補
助
金
の
問
題
点 

  

い
ま
使
途
が
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
た
が
、
こ
う
い
う
問
題
点
を
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。 

①
細
部
に
わ
た
り
使
途
が
特
定
さ
れ
、
事
業
が
画
一
的
。
地
域
事
情
を
踏
ま
え
る
自
治
体
側
の
創
意
工
夫
を
生
か
す
自

主
運
営
が
で
き
に
く
い
。 

 

例
え
ば
、
山
間
部
の
道
路
整
備
は
無
駄
な
公
共
事
業
の
や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
こ
に
暮
ら
す
住

民
が
い
て
、
地
域
の
活
性
化
や
森
林
の
保
全
等
を
考
え
れ
ば
や
は
り
道
路
は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
国
の
基
準
で
は

二
車
線
道
路
に
し
な
い
と
補
助
事
業
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
交
通
量
の
多
く
な
い
と
こ
ろ
は
、
一
・
五
車
線
程

度
の
幅
が
あ
れ
ば
実
際
の
交
通
に
支
障
は
な
い
か
ら
、
そ
の
条
件
で
補
助
事
業
に
し
て
ほ
し
い
と
国
に
頼
ん
で
い
る
。

コ
ス
ト
が
削
減
さ
れ
、
道
路
も
早
期
に
開
通
で
き
る
。 

 

ま
た
歩
道
の
幅
の
基
準
も
国
が
決
め
て
い
る
が
、
こ
れ
も
画
一
的
基
準
を
守
れ
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
交
通
量
な

ど
を
勘
案
し
て
地
域
が
弾
力
的
に
判
断
し
て
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
国
の
補
助
基
準
と
い
う
「
既
製
服
」

に
無
理
に
身
の
丈
を
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
身
の
丈
に
合
わ
せ
た
事
業
が
実
施
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。 

②
地
方
自
治
体
の
内
部
の
問
題
に
な
る
が
、
国
庫
補
助
金
が
付
く
と
予
算
措
置
が
優
先
さ
れ
、
逆
に
住
民
の
必
要
性
の

高
い
事
業
で
も
国
庫
補
助
が
付
か
な
い
と
、
予
算
措
置
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
触
れ
た
が
、
そ

の
結
果
「
必
要
な
事
業
」
よ
り
「
国
か
ら
金
が
も
ら
え
る
事
業
」
を
選
択
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
反
省
点
で
あ
る
。 

③
地
方
自
治
体
の
各
事
業
部
は
そ
の
関
係
す
る
中
央
官
庁
の
各
局
と
繋
が
り
、
い
わ
ば
縦
割
り
に
補
助
金
が
交
付
さ
れ

る
た
め
、
そ
の
意
向
に
よ
っ
て
事
業
執
行
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
い
わ
ば
縦
割
り
行
政
の
弊
害
が
地
方
に
及
ん
で
き
て

い
る
の
で
あ
る
。 

 

例
え
ば
国
レ
ベ
ル
の
縦
割
り
事
例
で
は
、
い
わ
ゆ
る
幼
保
一
元
化
の
問
題
が
あ
る
。
幼
稚
園
と
保
育
園
は
機
能
的
に

は
か
な
り
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
幼
稚
園
は
文
部
科
学
省
、
保
育
園
は
厚
生
労
働
省
の
所
管
と
な
っ
て
い
る
。
幼

稚
園
は
定
員
に
余
裕
が
あ
る
と
こ
ろ
が
比
較
的
多
い
が
、
保
育
園
は
待
機
児
童
が
で
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
こ
れ
を
一

本
化
し
て
弾
力
的
に
対
応
で
き
な
い
か
と
い
う
地
方
の
要
望
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
省
は
、
施
設
の
役
割
が
違
う
と
の
理

由
で
認
め
て
い
な
い
。 

④
国
庫
補
助
負
担
金
の
交
付
を
受
け
る
ま
で
の
陳
情
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
煩
雑
な
書
類
作
成
等
、
時
間
・
経
費
が
か
か
り

す
ぎ
る
。
特
に
十
数
万
円
と
い
っ
た
少
額
補
助
金
の
場
合
、
補
助
金
を
も
ら
う
た
め
の
補
助
申
請
や
事
業
報
告
な
ど
の

書
類
作
成
等
の
コ
ス
ト
を
考
え
る
と
割
に
合
わ
な
い
。
ま
た
、
県
の
場
合
可
国
か
ら
の
交
付
金
の
受
け
取
り
、
市
町
村

へ
の
交
付
な
ど
業
務
の
両
方
を
担
当
す
る
。
補
助
金
関
連
業
務
が
な
く
な
れ
ば
、
そ
の
人
員
を
新
た
な
行
政
需
要
に
回

せ
る
し
、
職
員
の
ス
リ
ム
化
も
可
能
と
な
る
。 

 

税
収
に
お
け
る
国
税
と
地
方
税
の
割
合
は
６
対
４
で
あ
る
が
、
国
と
地
方
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
量
は
４
対
６
で
あ
る
。

い
っ
た
ん
国
に
納
め
た
税
が
、
必
要
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
地
方
に
移
し
替
え
ら
れ
る
。
国
か
ら
地
方

へ
税
収
を
移
し
替
え
る
制
度
が
、
大
き
く
分
け
て
、
地
方
交
付
税
と
国
庫
補
助
金
で
あ
る
。
国
民
が
本
来
直
接
自
治
体

に
払
う
べ
き
税
金
を
、
い
っ
た
ん
国
庫
に
納
め
国
か
ら
地
方
に
配
分
す
る
制
度
と
も
言
え
よ
う
（
図
２
、
４
）
。 

 

地
方
交
付
税
は
地
方
の
財
源
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
全
国
一
律
に
標
準
的
な
一
定
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る

よ
う
財
源
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
方
の
判
断
で
使
え
る
一
般
財
源
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
国
庫
補
助
金
は
前
述
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し
た
と
お
り
、
特
定
の
行
政
目
的
の
た
め
、
特
定
の
支
出
の
た
め
に
国
か
ら
交
付
さ
れ
る
も
の
で
、
言
葉
は
悪
い
が
ひ

も
付
き
の
特
定
財
源
と
も
言
え
る
。 

 

地
方
の
歳
出
規
模
と
地
方
税
収
の
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
、
両
者
が
国
か
ら
交
付
さ
れ
る
こ
と
が
受
益

と
負
担
の
関
係
を
希
薄
化
し
、
歳
出
増
に
歯
止
め
が
利
か
な
い
状
況
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
地
方
が
自
立
的
な
財
政
運

営
を
行
う
た
め
に
は
、
税
源
移
譲
を
前
提
に
し
た
国
と
地
方
の
税
源
配
分
の
見
直
し
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

わ
れ
わ
れ
も
地
方
歳
入
に
占
め
る
地
方
税
の
割
合
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。
「
歳
出
の
自
治
」
だ
け
で
な
く
「
歳
入
の

自
治
」
の
実
現
も
図
り
、
住
民
が
主
役
の
行
政
を
進
め
た
い
。 

   

緊
急
提
言
の
概
要 

  

以
上
の
こ
と
を
前
提
に
、
わ
れ
わ
れ
は
国
庫
補
助
金
の
見
直
し
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
提
言
す
る
。 

    

【
図
１
】
経
済
財
政
諮
問
会
議
へ
の
指
示 

 

経
済
財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二
〇
〇
三
（
第
３
骨
太
） 

（
平
成
十
五
年
六
月
二
十
七
日
閣
議
決
定
）
に
お
け
る
改
革
方
向 

                  

①
国
庫
補
助
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
 

・
「
改
革
と
展
望
」
期
間
（
平
成
18年

度
ま
で
）
に
、
概
ね
４
兆
円
程
度
を
目
処
に

廃
止
、
縮
減
等
の
改
革
を
行
う
。
 

（
公
共
事
業
関
係
の
国
庫
補
助
負
担
金
等
も
故
事
す
る
。
）
 

◎
税
源
移
譲
に
つ
い
て
は
、
 

・
廃
止
す
る
国
庫
補
助
負
担
金
の
対
象
事
業
の
中
で
引
き
続
き
地
方
が
主
体
と
な
っ

て
実
施
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
税
源
移
譲
す
る
。
 

・
税
源
移
譲
は
、
基
幹
税
の
充
実
を
基
本
に
行
う
。
 

・
補
助
金
の
性
格
等
を
勘
案
し
つ
つ
、
８
割
程
度
を
目
安
と
し
て
移
譲
し
、
義
務
的

な
事
業
に
つ
い
て
は
．
徹
底
的
な
効
率
化
を
図
っ
た
上
で
そ
の
所
要
の
全
額
を
移

譲
す
る
。
 

③
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
 

・
財
源
保
障
機
能
全
般
を
見
直
し
て
縮
小
し
、
交
付
税
総
額
を
抑
制
す
る
。
 

・
交
付
税
へ
の
依
存
体
質
か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
。
 

・
不
交
付
団
体
の
人
口
の
割
合
を
大
幅
に
高
め
て
い
く
。
 

 

6月
26日

の
経
済
財
政
諮
問
会
議

に
お
い
て
、
基
本
方
針
2003と

し

て
と
り
ま
と
め
、
総
理
へ
答
申
。
 

「
経
済
財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
2003」

（
骨
太
の
方
針
第
３
弾
）
と
し
て
、

閣
議
決
定
さ
れ
た
。
（
H15．

6．
27）

 

（
こ
の
基
本
方
針
2OO3で

は
、
本
文
の
ほ
か
、
別
紙
と
し
て
「
国
庫
補
助
負
担
金
等
整
理
合
理
化

方
針
」
も
閣
議
決
定
さ
れ
重
点
項
目
の
改
革
方
針
等
が
示
さ
れ
た
。
）
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【
図
２
】
国
・
地
方
の
税
の
流
れ 

税
収
と
歳
出
規
模
の
乖
離
国
と
地
方
の
税
源
配
分
の
現
状 

（
１
）
国
・
地
方
間
の
財
源
配
分
（
平
成
十
三
年
度
） 

             (

２)

地
方
歳
入
決
済
の
内
訳
（
平
成1

3

年
度
） 

地
方
税 

 

3
5
5
,
4
88
 

（3
5
.
5

％
） 

地
方
譲
与
税 

地
方
特
例
交
付

金 

地
方
交
付
税 

2
1
8
,
7
55
 

（2
1
.
9

％
） 

国
庫 

支
出
金 

 

1
4
5
,
5
01
 

(
1
4
.
5

％)
 

地
方
債 

 

1
1
8
,
1
56
 

(
1
1
.
8

％)
 

そ
の
他 

 

1
6
2
,
1
41
 

（1
6
.
3

％

） 

  

（
注
）
国
庫
支
出
金
に
は
、
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
及
び
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付

金
を
含
む
。 

   

地
域
主
権
に
よ
る
地
方
主
導
の
分
権
改
革
を
目
指
す
た
め
の
国
庫
補
助
金
の
見
直
し
の
基
本
的
な
方
針
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
の
見
直
し
は
三
位
一
体
改
革
実
現
に
向
け
た
手
始
め
で
あ
り
、
ま
た
時
間
的
制
約
等
も
あ

り
、
①
今
後
の
国
や
地
方
そ
の
も
の
の
あ
り
方
、
②
三
位
一
体
と
し
て
不
可
分
で
あ
る
地
方
交
付
税
制
度
の
詳
細
な
あ

り
方
、
③
都
道
府
県
と
市
町
村
の
財
源
の
あ
り
方
な
ど
根
幹
的
課
題
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
検
討
で
は
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
な
点
で
、
最
終
的
な
あ
る
べ
き
姿
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
現
時
点
に
お
け
る
最
善
の
姿
を
示
せ
た

と
考
え
て
い
る
。 

 

地
方
歳
入

10
0兆

4
1億

円
 

国
民
の
租
税
（
租
税
総
額
＝
85.5兆

円
） 

国
税
（
50．

0兆
円
）
 

58．
4％

 

地
方
税
（
35.5兆

円
）
 

41.6％
 

国
：
地
方

 

5
8：

42
 
 

（
≒
６
：
４
）

 

35.6兆
円
 

41.6％
 

地
方
交
付
税
等
 

4
9
.9

兆
円

 

5
8
.4％

 
4
2：

58
 

国
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
還
元
 

国
と
地
方
の
歳
出
総
額
（
純
計
）
＝
153.3兆

円
 

地
方
の
歳
出

(純
計
ベ
ー
ス
)
 

9
5
.9

兆
円

 

6
2
.6％

 

 
国
庫
支
出
金
 

国
の
歳
出

(純
計
ベ
ー
ス
)
 

5
7
.4

兆
円

 

3
7
.4％

 

3
7：

63
 

（
≒
４
：
６
）
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<

１>
基
本
的
な
考
え
方 

 

①
国
は
「
国
庫
補
助
負
担
金
等
整
理
合
理
化
方
針
」
に
基
づ
き
平
成
十
八
年
度
ま
で
に
概
ね
四
兆
円
程
度
を
目
途
に
廃

止
・
縮
減
等
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
が
、
今
回
の
見
直
し
作
業
で
は
廃
止
・
縮
減
目
標
で
あ
る
四
兆
円
に
こ
だ
わ
ら

な
い
も
の
と
す
る
。 

②
見
直
し
の
対
象
は
、
す
べ
て
の
国
庫
補
助
金
を
基
本
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
庫
委
託
金
は
除
く
。 

③
原
則
、
平
成
十
五
年
度
の
県
の
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
計
上
さ
れ
た
国
庫
補
助
金
を
見
直
し
の
対
象
と
す
る
。

た
だ
し
、
国
か
ら
直
接
市
町
村
に
支
出
さ
れ
る
も
の
及
び
今
回
の
提
言
参
加
県
の
予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
補
助
金

は
対
象
と
し
な
い
。 

  
<

２>

見
直
し
方
針 

  

補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
廃
止
し
財
源
を
地
方
に
移
譲
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場

合
を
除
く
。 

①
特
定
地
域
に
交
付
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
税
源
移
譲
に
な
じ
ま
な
い
も
の
。 

②
特
定
地
域
に
お
け
る
巨
額
の
臨
時
財
政
負
担
に
対
す
る
も
の
。 

③
特
定
地
域
に
一
定
期
間
の
巨
額
の
財
政
負
担
が
生
じ
る
も
の
（
平
準
化
で
き
な
い
も
の
）
。 

④
国
策
に
伴
う
国
家
補
償
の
性
格
を
有
す
る
も
の
。 

⑤
地
方
税
代
替
財
源
的
な
も
の
。 

  
<

３>

見
直
し
の
内
容 

  

見
直
し
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
補
助
負
担
事
業
に
つ
い
て
「
廃
止
」
「
現
状
維
持
」
の
二
種
類
と
し
、
「
廃

止
」
を
選
択
し
た
場
合
は
廃
止
後
の
事
業
主
体
と
し
て
「
国
」
「
地
方
」
の
二
種
類
を
選
択
し
、
「
地
方
」
を
選
択
し

た
場
合
は
「
義
務
的
」
と
「
そ
の
他
」
に
分
類
し
た
。 

 

「
義
務
的
」
な
事
業
は
所
要
額
の
全
額
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
地
方
と
し
て
納
得
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
便
宜
的

に
現
行
補
助
金
の
八
割
を
税
源
移
譲
す
る
も
の
と
し
て
試
算
を
行
っ
た
。 

  
<

４>

見
直
し
の
結
果 

 
 

（
詳
細
は
図
３
の
と
お
り
） 

 

１ 

対
象
と
し
た
国
庫
補
助
金 

 

検
討
対
象
と
し
た
国
庫
補
助
金
は
、
今
回
の
検
討
作
業
に
参
加
し
た
わ
れ
わ
れ
六
県
の
平
成
十
五
年
度
当
初
予
算
に

計
上
さ
れ
て
い
る
国
庫
補
助
金
と
し
、
全
体
で
は
四
六
四
件
、
一
一
兆
四
二
六
九
億
円
（
国
予
算
べ
ー
ス
）
と
な
っ
て

い
る
。 

２ 

見
直
し
結
果
の
概
要 

 

国
庫
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
廃
止
し
、
財
源
を
地
方
に
移
譲
す
る
と
い
う
観
点
で
検
討
し
た
結
果
、
次

の
と
お
り
と
な
っ
た
。 
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【
図
３
】
知
事
・
市
長
連
合
会
議
の
見
直
し
方
針 

 
 
 
 

国
庫
補
助
負
担
金
の
見
直
し
の
概
要
〈
検
討
対
象
と
し
た
国
庫
補
助
負
担
金
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

（
単
位
：
百
万
円
） 

件
数 

平
成
十
五
年
度 

当
初
国
の
予
算

額 

《
国
庫
補
助
負
担
金
の
総
額 

（
６
県
の
平
成15

年
度
当
初
予
算
に
関
係
す
る
国
の
予

算
）
》 

4
6
4
 

1
1
,
4
2
6,
8
7
0
 

 <

見
直
し
結
果>

 

○
廃
止
す
べ
き
も
の 

（
１
）
廃
止
し
て
地
方
が
実
施
す
べ
き
も
の
（
必
要
な
税
源
移
譲
を
伴
う
国
庫
補
助
等
の
廃
止
） 

区 

分 

国
庫
補
助
負
担
金
名 

件
数 

平
成15

年
度 

当
初
国
の
予
算

額 

○
義
務
的
な
事
業 

義
務
教
育
・
児
童
保
護
措
置
費
負
担
金
等 

1
35
 

5
,25

7,2
21
 

○
そ
の
他
事
業 

地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
・
都
市
公
園
事
業

費
等 

2
55
 

3
,66

4,1
85
 

合 
 

計 
 

3
90
 

8
,92

1,4
06
 

   

試
算
（
義
務
１
０
割
、
そ
の
他
８
割
） 

3
90
 

8
,18

8,5
69
 

 

（
２
）
廃
止
し
て
国
が
実
施
す
べ
き
も
の 

防
衛
施
設
関
係 

・
障
害
防
止
対
策
事
業
費
補
助
金 

４ 
1
12,

065
 

農
業
共
済
関
係
等 

５ 
5
5,9

97
 

○
国
の
債
務
で
実

施
す
べ
き
も
の 

休
廃
止
鉱
山 

１ 
2
,58

5
 

合 
 

計 
 

１
０ 

1
70,

647
 

       

地
方
へ
の
税
源
移
譲

 



 

- 9 - 

○
補
助
と
し
て
継
続
す
べ
き
も
の
（
制
度
見
直
し
す
べ
き
も
の
を
含
む
） 

電
源
３
法
交
付
金
制
度
関
係
等 

・
原
子
力
発
電
施
設
等
緊
急
時
安
全
対
策
交

付
金 

・
電
源
立
地
特
別
交
付
金
等 

1
4
 

1
02,

536
 

○
特
定
地
域
に
交

付
さ
れ
る
べ
き
で

税
源
移
譲
に
馴
染

ま
な
い
も
の 

特
定
地
域
開
発
就
労
事
集
兼
補
助
金 

1
 

6
,22

5
 

○
特
定
地
域
に
お

け
る
臨
時
巨
額
の

財
政
負
担
に
対
す

る
も
の 

災
害
関
係 

・
河
川
等
災
害
復
旧
事
業
交
織
助 

・
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助 

等 

1
7
 

6
4,8

69
 

○
特
定
地
域
に
一

定
期
間
の
巨
額
の

財
政
負
担
が
生
じ

る
も
の
（
平
準
化

で
き
な
い
も
の
） 

巨
大
構
造
物
等
建
設 

・
河
川
総
合
開
発
事
業
（
ダ
ム
） 

・
空
港
整
備
事
業
費
補
助
金 

6
 

5
O,8

29
 

○
国
策
に
伴
う
国

家
補
償
的
性
格
を

有
す
る
も
の 

原
爆
被
爆
者
対
策
関
係 

・
原
爆
被
爆
者
健
康
管
理
手
当
交
付
金 

・
原
爆
被
爆
者
医
療
特
別
手
当
交
付
金 

1
3
 

1
16,

084
 

○
地
方
税
代
替
財

源
的
な
も
の 

交
通
安
全
特
別
交
付
金 

1
 

8
2,1

70
 

合 
 

計 
 

 
5
2
 

4
22,

713
 

 

給
付
関
係
等 

 

・
生
活
保
護
費
補
助
金 

 

・
特
定
疾
患
治
療
研
究
費
補
助
金 

1
2
 

1
,91

2,1
04
 

合 
 

計 
 

 
1
2
 

1
,19

2,1
04
 

※
上
記
の
見
直
し
区
分
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
換
肘
に
よ
り
見
直
し
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。 
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【
図
４
】
見
直
し
リ
ス
ト 

Ａ
・
Ｂ
県
の
場
合 

国
庫
補
助
負
担
金
の
全
体
像 

―
― 

国
か
ら
地
方
へ
の
流
れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
平
成14

年
度
） 

 

 
 
 
 
国

の
国
庫
補
助
負
担
金
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
0
.
4
兆
円
 
 
 
2
0
4
,
1
9
3
億
円
 

   《
一
 
般
 
会
 
計
》
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
7
.
3
兆
円
 
 
 
1
7
3
,
4
7
8
億
円
 
 
 
8
5
.
0
％

 

【
社
 
会
 
保
 
障
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0
.
1
兆
円
 
 
 
1
0
0
,
8
7
2
億
円
 
 
 
4
9
.
4
％
 

老
人
医
療
給
付
費
負
担
金
（
２
兆
1
,
0
1
3
億
円
）
、
療
養
給
付
費
負
担
金
（
国
保
）

（
１
兆
4
,
9
1
8
億
円
）
 

老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
負
担
金
（
国
保
）
（
9
,
5
4
2
億
円
）
、
介
護
給
付
費
負
担

金
（
国
保
）
（
9
,
0
4
0
億
円
）
 

財
政
調
整
交
付
金
（
国
保
）
（
4
,
4
7
8
億
円
）
、
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
財
政
調
整

交
付
金
（
国
保
）
、
（
2
,
3
8
5
億
円
）
 

介
護
給
付
費
財
政
調
整
給
付
金
（
2
,
2
5
0
億
円
）
、
介
護
納
付
金
負
担
金
（
国
保
）

（
1
,
7
6
4
億
円
）
 

 

生
活
保
護
費
負
担
金
（
１
兆
3
,
7
5
1
億
円
）
、
児
童
保
護
費
負
担
金
（
7
,
5
0
9
億
円
）
、
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
負
担
金
（
2
,
5
8
2
億
円
）
、

保
険
基
盤
安
定
等
負
担
金
（
1
,
4
8
3
億
円
）
、
在
宅
福
祉
事
業
費
補
助
金
（
1
,
1
4
7
億
円

）
、
社
会
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
補
助
金

（
1
,
1
1
5
億
円
）
、
原
爆
被
爆
者
手
当
交
付
金
（
1
,
0
6
3
億
円
）
 

【
文
教
及
び
科
学
振
興
費
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
4
兆
円
 
 
 
3
4
,
1
5
8
億
円
 
 
 
1
6
.
7
％
 

 
 
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
（
２
兆
9
,
1
2
8
億
円
）
、
公
立
養
護
学
校
教
育
費
負
担
金

（
1
,
4
3
6
億
円
）
 

【
公
共
事
業
関
係
費
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
1
兆
円
 
 
 
3
0
,
7
1
9
億
円
 
 
 
1
5
.
0
％
 

 
下
水
道
事
業
費
補
助
（
9
,
3
1
2
億
円
）
、
水
道
施
設
整
備
費
補
助
（
1
,
4
2
1
億
円
）
、

農
業
集
落
排
水
事
業
費
補
助
（
1
,
0
9
1
億
円
）
 

 

 
公
営
住
宅
建
設
費
等
補
助
（
2
,
0
4
9
億
円
）
、
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
費
補
助
（
1
,
7
7
1
億
円
）
 

【
そ
の
他
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
8
兆
円
 
 
 
 
7
,
7
2
9
億
円
 
 
 
 
3
.
8
％
 

 
 
公
営
住
宅
家
賃
対
策
等
補
助
（
1
,
5
5
5
億
円
）
 

【
農
林
水
産
省
所
管
補
助
金
等
】
 

 
農
業
経
営
対
策
事
業
費
補
助
金
（
2
5
9
億
円
）
、
山
村
振
興
等
対
策
事
業
費
補
助
金
（
1
2
4
億
円
）
、
林
業
生
産
流
通
総
合
対
策

施
設
整
備
費
補
助
金
（
1
5
3
億
円
）
、
農
業
委
員
会
交

付
金
（
1
2
8
億
円
）
、
協
同
農
業
普
及
事
業
交
付
金
（

2
7
7
億
円
）
、
中
山

間
地
域
等
直
接
支
払
交
付
金
（
3
3
0
億
円
）
 

【
中
小
企
業
等
経
済
産
業
省
関
係
補
助
金
等
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
1
兆
円
 
 
 
 
 
5
5
6
億
円
 
 
 
 
0
.
3
％
 

産業振興 

 
中
小
企
業
活
性
化
補
助
金
（
2
3
6
億
円
）
、
小
規
模
事
業
経
営
支
援
事
業
費
補
助
金
（
1
5
6
億
円
）
 

【
警
察
庁
関
係
補
助
金
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
0
兆
円
 
 
 
 
 
4
2
2
億
円
 
 
 
 
0
.
2
％
 

 
成
田
空
港
整
備
費
補
助
金
（
1
0
7
億
円
）
、
都
道
府
県
警
察
費
補
助
金
（
3
1
6
億
円
）
 

 

治 安 

【
消
防
庁
関
係
補
助
金
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
0
兆
円
 
 
 
 
 
1
1
9
億
円
 
 
 
 
0
.
1
％
 

  《
特
 
別
 
会
 
計
》
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
1
兆
円
 
 
 
 
3
0
,
7
1
5
億
円
 
 
 
1
5
.
0
％

 

【
社
会
保
障
等
】
（
厚
生
保
険
、
国
民
年
金
、
労
働
保
険
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
4
兆
円
 
 
 
 
4
,
4
0
9
億
円
 
 
 
 
2
.
2
％
 

【
公
 
共
 
事
 
業
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
.
3
兆
円
 
 
 
 
2
3
,
2
8
3
億
円
 

道
路
整
備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
.
7
兆
円
 
 
 
 
1
6
,
6
7
4
億
円
 
 
 
 
8
.
2
％
 

 

 
一
般
国
道
改
修
費
補
助
（
2
,
1
2
6
億
円
）
、
地
方
道
改
修
費
補
助
（
1
,
4
9
7
億
円
）
、
 

街
路
事
業
費
補
助
（
7
2
8
億
円
）
、
地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
（
7
,
1
0
2
億
円
）
 

 
治
水
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
4
兆
円
 
 
 
 
 
3
,
9
3
0
億
円
 
 
 
 
1
.
9
％
 

 
河
川
改
修
費
補
助
（
5
7
1
億
円
）
、
都
市
河
川
改
修
費
補
助
（
6
6
2
億
円
）
、
 

河
川
総
合
開
発
事
業
費
補
助
（
4
4
0
億
円
）
、
砂
防
事
業
費
補
助
（
7
4
4
億
円
）
 

港
湾
整
備
（
港
湾
改
修
費
補
助
（
8
8
4
億
円
）
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
1
兆
円
 
 
 
 
1
,
1
7
2
億
円
 
 
 
 
0
.
6
％
 

空
港
整
備
（
空
港
整
備
事
業
費
補
助
（
1
6
5
億
円
）
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
0
兆
円
 
 
 
 
 
 
2
8
9
億
円
 
 
 
 
0
.
1
％
 

 

国
有
林
野
事
業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
1
兆
円
 
 
 
 
 
1
,
2
1
8
億
円
 
 
 
 
0
.
6
％
 

 
 

治
山
事
業
費
補
助
（
5
6
2
億
円
）
、
水
土
保
全
林
整
備
費
補
助
（
3
1
8
億
円
）
 

【
そ
の
他
】
 

 

 
交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
（
8
1
6
億
円
）
、
電
源
立
地
促
進
対
策
交
付
金
（
7
0
3
億

円
）
、
 

国
有
資
産
所
在
市
町
村
交
付
金
 

 

 
 
 
 
地
 
 
 
方
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
.
4
兆
円
 
 
 
2
0
5
,
4
0
6
億
円
 

注
）
国
有
資
産
所
在
市
町
村
交
付
金
は
、
地
方
財
政
計
画
で
は
地
方
税
扱
い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
合
計
が
国
の
国
庫
補
助
負
担
金
等
と
一
致
し

な
い
。
 

 《
普
 
通
 
会
 
計
（
地
方
財
政
計
画
）
》
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
.
7
兆
円
 
 
 
1
2
7
,
2
1
3
億
円
 
 
 
6
1
.
9
％

 

【
普
通
補
助
負
担
金
等
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
.
6
兆
円
 
 
 
 
7
6
,
4
5
5
億
円
 
 
 
3
7
.
2
％
 

義
務
教
育
職
員
給
与
負
担
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
0
,
5
4
8
億
円
 
 
 
1
4
.
9
％
 

厚
生
労
働
省
関
係
普
通
補
助
負
担
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
8
,
0
4
4
億
円
 
 
 
1
8
.
5
％
 

文
部
科
学
省
関
係
普
通
補
助
負
担
金
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
9
0
1
億
円
 
 
 
 
0
.
9
％
 

農
林
水
産
省
関
係
普
通
補
助
負
担
金
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
8
6
5
億
円
 
 
 
 
1
.
4
％
 

経
済
産
業
省
関
係
普
通
補
助
負
担
金
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
0
8
億
円
 
 
 
 
0
.
4
％
 

都
道
府
県
警
察
費
補
助
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
6
億
円
 
 
 
 
0
.
2
％
 

 

消
防
庁
関
係
補
助
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
9
億
円
 
 
 
 
0
.
1
％
 

【
公
共
事
業
費
補
助
負
担
金
等
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
.
0
兆
円
 
 
 
4
0
,
4
0
2
億
円
 
 
 
1
9
.
7
％
 

普
通
建
設
事
業
費
補
助
負
担
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
0
,
0
3
9
億
円
 
 
 
1
9
.
5
％
 

一
般
公
共
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
5
,
0
6
6
億
円
 
 
 
1
7
.
1
％
 

 

そ
の
他
公
共
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
9
7
3
億
円
 
 
 
 
2
.
4
％
 

 

災
害
復
旧
事
業
費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
6
3
億
円
 
 
 
 
0
.
2
％
 

【
公
共
事
業
関
係
交
付
金
等
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
.
0
兆
円
 
 
 
1
0
,
0
5
5
億
円
 
 
 
 
4
.
9
％
 

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
1
6
億
円
 
 
 
 
0
.
4
％
 

電
源
立
地
促
進
地
策
等
交
付
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
8
3
1
億
円
 
 
 
 
0
.
9
％
 

 

地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
,
1
0
2
億
円
 
 
 
 
3
.
5
％
 

 

【
財
源
補
填
的
交
付
金
等
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
0
兆
円
 
 
 
 
 
3
0
2
億
円
 
 
 
 
0
.
1
％
 

    《
国
保
、
老
人
医
療
、
介
護
関
係
事
業
会
計
》
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
.
6
兆
円
 
 
 
 
6
5
.
8
6
2
億
円
 
 
 
3
2
.
1
％

 

【
国
民
健
康
保
険
事
業
会
計
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
4
兆
円
 
 
 
 
3
3
,
5
2
6
億
円
 
 
 
 
 
1
6
.
3
％
 

 
 
療
養
給
付
費
負
担
金
（
１
兆
4
,
9
1
8
億
円
）
、
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
負
担
金
（
9
,
5
4
2
億
円
）
、
 

 
財
政
調
整
交
付
金
（
4
,
4
7
8
億
円
）
、
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
財
政
調
整
交
付
金
（
2
,
3
8
5
億
）
 

 
介
護
納
付
金
負
担
金
（
1
,
7
6
4
億
円
）
、
介
護
納
付
金
財
政
調
整
交
付
金
（
4
4
1
億
円
）
 

【
老
人
保
健
医
療
事
業
特
別
会
計
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
.
1
兆
円
 
 
 
 
2
1
,
0
3
6
億
円
 
 
 
1
0
.
2
％
 

 
 
老
人
医
療
給
付
費
負
担
金
（
２
兆
1
,
0
1
3
億
円
）
、
老
人
保
健
事
業
推
進
費
等
補
助
金
（
2
3
億
円
）
 

【
介
護
保
険
事
業
会
計
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
.
1
兆
円
 
 
 
 
1
1
,
3
0
0
億
円
 
 
 
 
5
.
5
％
 

 

 
 
介
護
納
付
費
負
担
金
（
9
,
0
4
0
億
円
）
、
介
護
給
付
費
財
政
調
整
交
付
金
（
2
,
2
6
0
億
円
）
 

   《
公
営
企
業
会
計
等
》
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
.
1
兆
円
 
 
 
 
1
2
,
3
3
1
億
円
 
 
 
 
6
.
0
％

 

【
下
水
道
事
業
会
計
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
.
1
兆
円
 
 
 
 
1
0
,
5
8
1
億
円
 
 
 
 
 
 
5
.
2
％
 

 
 
下
水
道
事
業
費
援
助
（
9
,
3
1
2
億
円
）
、
農
業
集
落
排
水
事
業
費
補
助
（
1
,
1
3
8
億
円
）
 

 
漁
業
集
落
排
水
事
業
費
補
助
（
1
7
6
億
円
）
 

【
上
水
道
事
業
会
計
】
（
水
道
施
設
整
備
費
補
助
等
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
2
兆
円
 
 
 
 
1
,
5
5
3
億
円
 
 
 
 
0
.
8
％
 

【
交
通
事
業
会
計
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
0
兆
円
 
 
 
 
 
 
2
4
億
円
 
 
 
 
0
.
0
％
 

【
病
院
事
業
会
計
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
0
兆
円
 
 
 
 
 
 
3
1
億
円
 
 
 
 
0
.
0
％
 

 

【
そ
の
他
】
（
工
業
用
水
、
電
気
、
市
場
、
と
畜
場
、
地
域
開
発
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
.
1
兆
円
 
 
 
 
 
1
4
2
億
円
 
 
 
 
0
.
1
％
 

出
典
：
第
2
6
回
地
方
分
権
改
革
推
進
会
議
小
委
員
会
（
Ｈ
1
4
.
1
0
.
1
0
）
提
出
資
料
2
-
6
（
未
定
稿
）
 

 

一
般
会
計
→
 

普
通
会
計
 

9
.
7
兆
円
 

一
般
会
計
→
 

保
険
等
会
計
 

6
.
5
兆
円
 

一
般
会
計
→
 

企
業
会
計
 

1
.
1
兆
円
 

特
別
会
計
→
 

普
通
会
計
 

3
.
0
兆
円
 

特
別
会
計
→
 

企
業
会
計
 

0
.
1
兆
円
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●
廃
止
し
て
、
地
方
が
実
施
す
べ
き
も
の 

―
― 

計
三
九
〇
件
、
八
兆
九
二
一
四
億
円
、
う
ち
わ
け
は 

・
義
務
的
な
事
業 

―
― 

一
三
五
件
、
五
兆
二
五
七
二
億
円 

・
そ
の
他
事
業 

―
― 

二
五
五
件
、
三
兆
六
六
四
二
億
円 

◆
地
方
へ
の
税
源
移
譲
額 

 
 

試
算
（
義
務
一
〇
割
、
そ
の
他
八
割
） 

―
― 

八
兆
一
八
八
六
億
円 

●
廃
止
し
て
国
が
実
施
す
べ
き
も
の 

―
― 

八
一
件
、
一
七
〇
六
億
円 

●
補
助
と
し
て
継
続
す
べ
き
も
の
（
制
度
見
直
し
す
べ
き
も
の
を
含
む
） 

―
― 

五
二
件
、
四
二
二
七
億
円 

  

今
回
検
討
対
象
と
し
た
国
庫
補
助
金
の
う
ち
「
廃
止
し
て
地
方
が
実
施
す
べ
き
も
の
」
と
さ
れ
た
も
の
が
七
八
・
一

パ
ー
セ
ン
ト
（
金
額
ベ
ー
ス
）
と
な
っ
て
お
り
、
約
八
割
の
国
庫
補
助
金
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
廃
止
し
て
財
源
を
地

方
に
移
譲
し
、
地
方
の
判
断
で
自
主
的
に
実
施
す
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。 

 

国
か
ら
地
方
へ
の
国
庫
補
助
金
は
、
国
全
体
で
約
二
〇
兆
円
と
な
っ
て
お
り
、
今
回
の
検
討
対
象
と
な
っ
て
い
な
い

も
の
も
約
九
兆
円
あ
る
こ
と
か
ら
、
仮
に
こ
れ
ら
も
含
め
る
と
す
る
と
見
直
し
の
総
額
は
さ
ら
に
増
え
る
も
の
と
見
込

ま
れ
る
。 

  
<

５>

税
源
移
譲
に
つ
い
て 

  

税
源
移
譲
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
「
骨
太
の
方
針
第
三
弾
」
で
は
、
基
幹
税
の
充
実
を
基
本
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
た

が
、
具
体
的
な
税
目
ま
で
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
基
幹
税
と
は
、
当
然
、
所
得
税
と
消
費
税
が
含
ま
れ
る
も
の
と
認
識

し
て
お
り
、
比
較
的
景
気
に
左
右
さ
れ
に
く
い
安
定
的
な
税
源
と
し
て
、
住
民
生
活
に
密
着
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行

う
地
方
自
治
体
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。 

 

税
源
移
譲
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。 

  

①
税
源
移
譲
に
当
た
っ
て
は
国
と
地
方
の
歳
入
・
歳
出
の
乖
離
を
縮
小
し
、
地
方
の
歳
入
構
造
を
地
方
税
中
心
と
し

て
い
く
方
向
付
け
が
重
要
で
あ
る
。 
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【
図
５
】
ど
ん
な
補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
か 

Ｃ
県
の
場
合
１ 

Ａ
県
に
お
け
る
罪
深
い
国
庫
捕
肋
金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
単
位
千
円
） 

負
担
区
分 

省
庁
名 
国
庫
補
助
負
担
金
名 

平
成15

年
度 

当
初
国
の
予
算

額 

理 
 
 

由 

国 

県 

厚
生
労
働

省 

歯
科
保
健
推
進
事
業
費
補
助
金 

72,841 

県
で
受
け
る
金
額
が
少
額

で
あ
る 

１
／３ 

１
／３ 

厚
生
労
働

省 

麻
薬
等
対
策
推
進
費
補
助
金 

113,593 

〃 

１
／２ 

１
／２ 

厚
生
労
働

省 

児
童
福
祉
事
業
対
策
費
等
補
助

金 （
里
親
支
援
） 

513,696 

〃 

１
／３ 

２
／３ 

厚
生
労
働

省 

母
子
保
健
衛
生
費
補
助
金 

983,444 

単
年
度
の
み
の
実
施
で
継

続
申
請
が
で
き
な
い
た

め
、
成
果
が
定
着
し
に
く

い 

１
／２ 

１
／２ 

文
部
科
学

省 

特
殊
教
育
就
業
奨
励
費
補
助
金 

（
負
担
金
） 

2,111,053 

医
療
的
ケ
ア
の
費
用
な
ど

新
し
い
ニ
ー
ズ
に
柔
軟
に

対
応
で
き
な
い 

１
／２ 

１
／２ 

文
部
科
学

省 

教
員
研
修
事
業
費
等
補
助
金 

（10

年
経
験
者
研
修
） 

284,820 

山
間
部
で
は
指
導
教
員
の

配
置
が
困
難 

１
／２ 

１
／２ 

厚
生
労
働

省 

社
会
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費

補
助 

107,173,000 

遊
休
施
設
を
活
用
し
た
施

設
整
備
が
で
き
な
い
等 

地
域
特
性
に
応
じ
た
施
設

整
備
を
進
め
に
く
い 

１
／２ 

１
／４ 

農
林
水
産

省 

市
町
村
森
林
整
備
対
策
事
業
費

補
助
金 

77,293 

県
で
受
け
る
金
額
が
少
額

で
あ
る 

１
／２ 
１
／２ 他 

農
林
水
産

省 

森
林
地
域
環
境
整
備
事
業
費
補

助
金 

（
教
育
の
も
り
整
備
事
業
費
） 

264,000 

〃 
 

 

農
林
水
産

省 

土
地
改
良
融
資
事
業
指
導
監
督

費 
111,613 

融
資
機
関
の
本
来
的
業
務 

 
 

注
）
「
罪
深
い
国
庫
補
助
金
」
と
は
、
「
受
け
る
補
助
金
額
が
少
額
」
、
「
細
か
な
基
準
が
多
く
、
自
治
体
が
地
域
の

事
情
に
合
わ
せ
た
事
業
執
行
が
で
き
な
い
」
等
の
理
由
で
、
早
期
に
補
助
事
業
を
廃
止
し
、
財
源
を
地
方
に
移
し
て
、

地
方
の
判
断
で
事
業
を
実
施
す
べ
き
も
の
を
い
う
。 
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Ｂ
県
の
や
せ
が
ま
ん
の
国
庫
補
助
金 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
単
位
：
千
円
） 

負
担
区
分 

省
庁
名 

補
助
金
等
名
称 

事
業
内
容 

国
予
算

額 

理
由 

国 

県 

内
閣
府 

交
通
事
故
相
談

所
交
付
金 

交
通
事
故
に
よ
り
著

し
い
被
害
を
受
け
た

者
又
は
そ
の
家
族
に

対
し
、
交
通
事
故
相

談
を
実
施 

257,390 

 

従
前
よ
り
、
交
通
事
故
相

談
所
補
助
金
と
し
て
補
助

さ
れ
て
き
た
が
、
補
助
金
等

の
整
理
合
理
化
の
要
請
か

ら
、
平
成
３
年
度
に
交
通
事

故
相
談
所
交
付
金
と
し
て

位
置
付
け
。 

 

交
通
事
故
相
談
は
、
地
域

住
民
に
対
し
て
行
う
も
の

で
あ
り
、
地
方
の
事
務
と
し

て
同
化
定
着
化
し
て
お
り
、

本
来
地
方
の
自
主
財
源
で

行
う
べ
き
事
業
で
あ
る
。 

概
ね 

１
／５ 

概
ね 

４
／５ 

内
閣
府 

省
資
源
・
省
エ

ネ
ル
ギ
ー
型
国

民
生
活
促
進
事

業
交
付
金 

身
近
な
生
活
課
題
や

地
域
課
題
に
取
り
組

む
と
と
も
に
、
省
資

源
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

意
識
の
高
揚
を
図
る 

109,857 

 

身
近
な
テ
ー
マ
に
係
る

県
民
意
識
向
上
に
か
か
る

事
業
は
、
国
庫
の
支
援
を
受

け
ず
と
も
、
本
来
地
方
の
自

主
財
源
で
行
う
べ
き
性
格

の
事
業
で
あ
る
。 

10

／

10 
 

内
閣
府 

青
少
年
育
成
非

行
防
止
推
進
事

業
費
交
付
金 

少
年
補
導
セ
ン
タ
ー

が
行
う
街
頭
指
導
、

環
境
浄
化
、
少
年
相

談
等
の
非
行
防
止
活

動 

118,898 

 

青
少
年
の
健
全
な
育
成

は
地
方
が
責
任
を
も
っ
て

行
う
事
業
で
あ
り
、
国
庫
補

助
金
を
受
け
ず
に
、
本
来
地

方
の
自
主
財
源
で
行
う
べ

き
性
格
の
事
業
で
あ
る
。 

１
／２ 

 

   

②
税
源
移
譲
を
行
う
場
合
、
国
税
・
地
方
税
を
通
じ
て
現
行
税
体
系
の
な
か
で
課
税
標
準
、
納
税
義
務
者
が
共
通
す

る
税
目
間
で
の
移
譲
を
考
え
る
こ
と
が
現
実
的
か
つ
効
率
的
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
安
定
し
た
地
方
税
財
政
運
営
を
可
能
に
す
る
た
め
、
で
き
る
限
り
地
域
的
偏
在
が
少
な
く
、
税
収
に
安
定
性

が
あ
り
、
相
当
の
税
収
規
模
を
有
す
る
基
幹
税
目
を
選
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 

な
お
、
地
方
財
源
の
充
実
策
と
し
て
、
地
方
の
課
税
自
主
権
の
活
用
に
よ
り
、
個
人
住
民
税
の
超
過
課
税
な
ど
地
方

自
ら
が
ま
ず
歳
入
確
保
を
図
る
べ
き
と
の
意
見
も
聞
か
れ
る
。
地
方
自
治
体
が
歳
入
面
で
独
自
の
課
税
努
力
を
し
て
い

く
こ
と
は
、
受
益
と
負
担
の
あ
り
方
を
明
確
に
し
、
住
民
自
治
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
も
意
義
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
国
・
地
方
を
通
じ
て
主
要
な
税
源
が
す
で
に
法
定
税
目
と
な
っ
て
い
る
現
状
で
は
課
税
自
主
権
の
活
用
に
よ
っ

て
国
と
地
方
の
税
源
配
分
の
見
直
し
に
見
合
う
規
模
の
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
課
税
自
主
権
の
意
義
は
、

財
源
確
保
の
面
よ
り
も
、
政
策
手
段
と
し
て
の
活
用
等
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
、
よ
り
活
用
さ
れ
や
す
い
課
税
自
主
権

と
な
る
よ
う
国
の
関
与
の
縮
減
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 
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【
図
６
】
ど
ん
な
補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
か 

Ｃ
県
の
場
合
２ 

(

単
位
：
千
円) 

国
庫
補
助
負
担
金
名 

平
成15

年 

当
初
国
の
予
算
額 

Ｃ
県
へ
の
補
助
額 

(

平
成15

年
６
月) 

感
染
症
予
防
事
業
費
等
負
担
金 

1,529,049 
1,346 

国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
事
業
費
等
補
助
金 

5,591,812 
92,830 

国
民
健
康
保
険
特
別
対
策
費
補
助
金 

4,248,000 
8,471 

在
宅
福
祉
事
業
費
補
助
金 

111,761,840 
1,633,244 

社
会
福
祉
施
設
等
設
備
整
備
費
補
助
金 

8,455,000 
2,755,065 

生
活
保
護
費
補
助
金 

6,179,399 
64,798 

生
活
保
護
費
負
担
金 

1,484,968,749 
3,900,885 

(

生
活
保
護)

施
設
事
務
費
負
担
金 

28,201,854 
102,758 

身
体
障
害
者
保
護
費
負
担
金 

97,692,658 
17,550 

身
体
障
害
者
福
祉
費
補
助
金
・
障
害
者
社
会
参
加
促
進
費
補
助
金 

18,295,730 
101,724 

特
別
障
害
者
手
当
等
給
付
費
負
担
金 

34,620,565 
227,716 

障
害
児
及
び
知
的
障
害
者
施
設
措
置
費
等
国
庫
負
担
（
補
助
）
金 

8,455,000 
1,178,599 

在
宅
心
身
障
害
児(

者)

福
祉
対
策
費
補
助
金 

22,509,793 
102,354 

精
神
障
害
者
通
院
医
療
費
補
助
金 

44,773,451 
489,161 

精
神
障
害
者
社
会
復
帰
促
進
費
等
補
助
金 

22,316,973 
390,912 

精
神
障
害
者
措
置
入
院
費
負
担
金 

4,320,752 
90,306 

保
健
事
業
推
進
等
補
助
金 

266,163 
6,757 

疾
病
予
防
事
業
費
等
補
助
金 

6,455,754 
9,258 

特
別
保
育
事
業
費
等
補
助
金 

34,001,713 
50,986 

児
童
育
成
事
業
費
補
助
金 

25,663,929 
695,835 

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
事
務
費
補
助
金 
16,745,461 

140,083 

介
護
保
険
事
業
費
補
助
金 

17,807,330 
81,283 

介
護
給
付
費
等
補
助
金
（
財
政
安
定
化
基
金
負
担
金
） 

5,299,296 
67,870 

民
間
児
童
厚
生
施
設
等
活
動
推
進
等
事
業
費
等
補
助
金 

（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
分
） 

139,300 
105,809 

児
童
扶
養
手
当
給
付
費
負
担
金 

255,796,552 
970,156 

児
童
環
境
づ
く
り
基
盤
整
備
事
業
費
補
助
金 

392,000 
29,089 

民
間
児
童
厚
生
施
設
等
活
動
推
進
等
事
業
費
等
補
助
金 

（
児
童
館
運
営
費
分
、
母
親
ク
ラ
ブ
補
助
金
） 

1,360,081 
56,221 

児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
国
庫
負
担
金 

69,072,026 
704,058 

婦
人
保
護
事
業
費
負
担
金 

2,544,564 
44,787 

母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金 

6,030,000 
360,964 

児
童
保
護
費
等
負
担
金
（
入
所
施
設
措
置
費
等
） 

66, 36,598 
26,787 

産
休
代
替
保
育
士
費
等
補
助
金 

1,292,191 
15,612 

身
体
障
害
児
援
護
費
等
負
担
金 

7,531,583 
19,767 

周
産
期
医
療
施
設
運
営
費
補
助
金 

479,893 
22,630 

児
童
育
成
事
業
費
補
助
金
（
特
会
）
（
母
親
の
育
児
不
安
解
消
等
） 

27,225,929 
7,044 

母
子
保
健
衛
生
費
負
担
金
未
熟
児
養
育
費
負
担
金 

2,457,038 
34,199 

神
経
芽
細
胞
腫
等
検
査
費
補
助
金 

398,384 
4,111 

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
給
付
諸
費
事
務
取
扱
交
付
金 

858,002 
8,748 

特
許
情
報
利
用
促
進
事
業
費
補
助
金 

569,655 
3,064 
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農
業
委
員
会
交
付
金
・
補
助
金 

11,605,435 
355,060 

都
道
府
県
農
業
会
議
会
議
員
手
当
等
負
担
金 

628,484 
14,586 

協
同
農
業
普
及
事
業
交
付
金 

25,165,461 
801,706 

植
物
防
疫
事
業
交
付
金 

928,831 
24,739 

山
地
治
山
費
補
助 

33,300,050 
348,320 

保
安
林
整
備
費
補
助 

8,158,000 
89,703 

保
安
林
管
理
道
整
備
費
補
助 

1,086,000 
26,785 

水
土
保
全
治
山
事
業
費
補
助 

10,375,000 
225,610 

水
源
地
域
整
備
費
補
助 

13,100,000 
170,558 

共
生
保
安
林
整
備
事
業
費
補
助 

6,864,000 
16,071 

国
有
林
野
内
補
助
治
山
事
業
費
補
助 

620,000 
46,937 

高
潮
対
策
費
補
助 

2,218,800 
839,000 

侵
食
対
策
費
補
助 

600,000 
30,000 

通
常
砂
防
事
業
費
補
助 

52,384,000 
819,650 

 

【
図
７
】
ど
ん
な
補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
か 

Ｃ
県
の
場
合
３ 

(

単
位
：
千
円) 

国
庫
補
助
負
担
金
名 

平
成15

年 
当
初
国
の
予
算
額 

Ｃ
県
へ
の
補
助
額 

(

平
成15

年
６
月) 

火
山
砂
防
事
業
費
補
助 

11,994,000 
159,500 

特
定
緊
急
砂
防
事
業
費
補
助 

545,000 
25,000 

砂
防
設
備
修
繕
費
補
助 

248,000 
11,000 

地
す
べ
り
対
策
事
業
費
補
助 

10,499,000 
53,000 

地
す
べ
り
防
止
施
設
修
繕
費
補
助 

69,000 
5,000 

砂
防
基
礎
調
査
費
補
助 

2,458,000 
27,000 

高
等
学
校
奨
学
事
業
費
補
助
金 
3,500,280 

5,742 

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金 
2,657,066,000 

38,756,625 

公
立
養
護
学
校
教
育
費
国
庫
負
担
金 

130,798,397 
2,242,995 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
活
用
事
業
補
助
金 

3,993,662 
29,574 

初
任
者
研
修
事
業
費
補
助 

4,309,700 
70,794 

幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
金 

17,982,000 
46 

自
動
車
事
故
対
策
費
補
助
金 

78,000 
432 

特
殊
教
育
就
学
奨
励
費
補
助
金
・
負
担
金
・
交
付
金 

6,527,033 
117,397 

要
保
護
及
び
準
要
保
護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助
金
（
医
療
費
） 

282,229 
105 

高
等
学
校
定
時
制
及
通
信
教
育
振
興
奨
励
費
補
助
金 

761,453 
1,347 

都
道
府
県
警
察
費
補
助
金 

（
自
動
車
等
維
持
軽
費
、
一
般
装
備
費
、
警
察
活
動
運
営
費
、
少
年

非
行
防
止
対
策
及
び
保
安
警
察
費
、
交
通
安
全
施
設
整
備
費
） 

25,378,184 
424,326 

 
 

 

政
府
開
発
援
助
海
外
技
術
協
力
推
進
地
方
公
共
団
体
補
助
金 

707,106 
14,759 

休
廃
止
鉱
山
鉱
害
防
止
等
工
事
費
補
助
金 

2,585,378 
407,382 

自
然
公
園
等
整
備
補
助
金 

13,616,654 
214,833 

特
定
疾
患
治
療
研
究
費
補
助
金 

21,578,387 
399,685 

特
定
疾
患
研
究
費
補
助
金
（
小
児
慢
性
） 

9,650,537 
170,846 

野
菜
生
産
出
荷
安
定
資
金
造
成
費 

9,553,101 
16,948 

家
畜
伝
染
病
予
防
費
負
担
金 

33,202 
34,390 
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農
業
共
済
事
業
特
別
事
務
費
補
助
金
（
損
害
評
価
特
別
事
務
費
補
助

金
） 

117,122 
3,410 

農
業
共
済
地
域
対
応
推
進
総
合
対
策
費
補
助
金 

125,796 
10,390 

農
業
共
済
高
度
情
報
化
推
進
事
業
費
補
助
金 

731,054 
42,670 

農
業
共
済
事
業
事
務
費
負
担
金 

52,941,187 
1,867,720 

地
域
森
林
計
画
編
制
事
業
費
補
助
金 

829,822 
26,595 

保
安
林
整
備
管
理
事
業
費
補
助
金 

413,963 
14,500 

森
林
保
全
管
理
推
進
対
策
事
業
費
補
助
金 

164,265 
3,661 

国
土
調
査
費 

15,141,616 
530,702 

土
地
改
良
施
設
管
理
費
補
助
（
国
営
造
成
施
設
管
理
費
補
助
） 

（
土
地
改
良
施
設
維
持
管
理
適
正
化
事
業
費
補
助
） 

10,735,062 
278,158 

障
害
防
止
対
策
事
業
費
補
助
・
道
路
改
修
等
事
業
費
補
助 

479,057 
320,854 

国
宝
重
要
文
化
財
等
保
存
整
備
費
補
助
金
（
天
然
記
念
物
食
害
対
策

等
） 

500,702 
3,608 

国
宝
重
要
文
化
財
等
保
存
整
備
費
補
助
金
（
保
存
修
理
・
防
災
施
設

等
） 

6,689,259 
43,945 

史
跡
等
購
入
費
補
助
金 

15,338,817 
124,213 

明
る
い
選
挙
推
進
費
交
付
金 

280,519 
4,018 

都
道
府
県
警
察
費
補
助
金 

5,117,110 
85,572 

   
<

６>

地
方
交
付
税
に
つ
い
て 

  

地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
「
骨
太
の
方
針
第
三
弾
」
で
は
、
財
源
保
障
機
能
全
般
を
見
直
し
て
縮
小
し
、
総
額
を
抑

制
す
る
と
さ
れ
た
が
、
交
付
税
制
改
革
は
、
ま
さ
に
税
源
移
譲
や
国
庫
補
助
金
改
革
と
セ
ッ
ト
で
進
め
る
べ
き
も
の
で
、

一
方
的
に
縮
小
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

 

し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
今
日
目
指
す
べ
き
地
方
分
権
社
会
の
実
現
に
向
け
て
は
、
地
方
交
付
税
制
度
も
自
ら
そ
の
形
を

変
え
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ま
で
地
方
交
付
税
が
に
な
っ
て
き
た
「
財
源
保
障
機
能
」
に
つ
い
て
は
、
縮
減
の
方
向
に
向
け
つ
つ
も
、
税
源

移
譲
が
行
わ
れ
る
過
程
で
、
個
々
の
地
方
自
治
体
の
税
収
格
差
は
避
け
ら
れ
な
い
事
実
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
調
整
す

る
た
め
の
「
財
源
調
整
機
能
」
制
度
が
よ
り
必
要
に
な
る
こ
と
な
ど
、
今
後
新
た
な
視
点
で
論
議
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

そ
の
う
え
で
、
地
方
の
自
主
的
な
財
政
運
営
を
促
す
仕
組
み
に
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
改
善
が
必
要
で
あ
る
。 

  

●
算
定
方
法
の
簡
素
化
を
図
る
こ
と
。 

●
景
気
浮
揚
策
の
よ
う
な
補
助
金
化
し
て
い
る
政
策
誘
導
的
な
も
の
は
見
直
し
を
進
め
、
財
源
保
障
の
範
囲
を
縮
小
し

て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
交
付
税
総
額
を
縮
減
す
る
。 

●
税
源
移
譲
を
進
め
、
不
交
付
団
体
の
数
を
増
や
し
、
交
付
税
は
税
収
の
少
な
い
自
治
体
へ
重
点
的
に
配
分
す
る
仕
組

み
へ
と
見
直
す
こ
と
。 
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現
行
の
国
庫
補
助
金
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
地
方
の
側
か
ら
の
提
言
を
行
っ
た
が
、
国
が
今
後
、
国
庫
補
助
金
の
見

直
し
を
行
う
場
合
に
は
地
方
へ
の
税
源
移
譲
と
セ
ッ
ト
で
行
う
べ
き
こ
と
を
改
め
て
念
を
押
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
提

言
に
つ
い
て
は
今
後
、
国
の
平
成
十
六
年
度
予
算
編
成
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
、
検
証
を
行
っ
て

い
く
こ
と
と
す
る
。
地
方
を
空
洞
化
さ
せ
な
い
た
め
に
負
担
転
嫁
を
避
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
地
方
の
行
政
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
の
た
め
に
は
、
国
の
関
与
は
小
さ
い
ほ
う
が
よ
い
。
地
方
が
独
自
の
判
断
で
事
業
を
取
捨
選
択
で
き
な

く
て
は
、
地
方
の
再
生
は
な
い
と
考
え
る
。
「
地
方
な
く
し
て
国
家
な
し
」
と
い
う
言
葉
を
、
い
ま
一
度
噛
み
し
め
て

も
ら
い
た
い
。 

 

霞
が
関
に
は
「
地
方
に
財
源
や
権
限
を
任
せ
て
本
当
に
大
丈
夫
か
」
と
い
う
声
が
あ
る
と
聞
く
。
「
大
丈
夫
」
と
答

え
た
い
。
地
方
に
住
む
住
民
の
こ
と
を
誰
よ
り
も
知
る
地
方
の
当
事
者
に
任
せ
な
い
で
誰
が
何
を
で
き
る
の
か
。
誰
が

地
方
に
責
任
を
持
て
る
の
か
。
住
民
が
支
払
う
税
金
を
住
民
が
判
断
し
や
す
い
よ
う
に
、
使
途
を
明
ら
か
に
し
受
益
と

負
担
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
地
方
自
治
体
の
責
任
で
は
な
い
の
か
。
住
民
た
ち
が
納
め
た
税
金
を
住
民
た
ち

の
た
め
に
使
う
こ
と
を
い
ま
こ
そ
明
確
に
す
る
時
が
き
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
は
確
信
す
る
。 

  

【
図
８
】
ど
ん
な
補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
か 

Ｃ
県
の
場
合
４ 

(

単
位
：
千
円) 

国
庫
補
助
負
担
金
名 

平
成15
年 

当
初
国
の
予
算
額 

Ｃ
県
へ
の
補
助
額 

(

平
成15

年
６
月) 

水
力
発
電
施
設
周
辺
地
域
交
付
金 

3,920,627 
110,665 

石
油
貯
蔵
施
設
立
地
対
策
等
交
付
金 

6,571,466 
80,093 

予
防
接
種
対
策
費
負
担
金 
1,023,142 

14,242 

結
核
医
療
費
補
助
金
（
一
般
医
療
） 

508,115 
3,021 

結
核
医
療
費
負
担
金
（
従
業
禁
止
・
命
令
入
所
） 

7,358,411 
28,040 

原
爆
被
害
者
介
護
手
当
等
負
担
金 

1,231,554 
2,122 

感
染
症
指
定
医
療
機
関
運
営
費
補
助
金 

591,420 
17,633 

保
健
衛
生
施
設
等
施
設
設
備
整
備
費
国
庫
補
助
金 

9,427,899 
269,916 

流
域
下
水
道
事
業
費
補
助 

（
指
導
監
督
事
務
費
補
助 

― 

市
町
村
都
市
計
画
） 

116,780,000 
2,623,039 

 
 

 

地
す
べ
り
防
止
事
業
費
補
助 

7,558,000 
98,112 

災
害
関
連
緊
急
治
山
事
業
費
補
助 

1,891,000 
124,286 

災
害
関
連
緊
急
地
す
べ
り
防
止
事
業
費
補
助 

105,000 
20,900 

治
山
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助 

538,000 
80,706 

法
定
森
林
病
害
虫
等
駆
除
費
補
助
金 

2,188,003 
158,322 

森
林
保
全
管
理
推
進
対
策
事
業
費
補
助
金 

164,265 
2,246 

森
林
資
源
保
護
事
業
費
補
助
金 

177,395 
18,021 

森
林
環
境
保
全
整
備
事
業
費 

56,447,000 
2,726,169 

漁
港
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助 

415,000 
385,117 

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
・
農
地
災
害
復
旧
事
業
費
補
助 

9,003,000 
1,624,452 

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
費
補
助 

36,450,000 
357,875 

雪
崩
対
策
事
業
費
補
助 

1,780,000 
15,000 
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急
傾
斜
地
基
礎
調
査
費
補
助 

500,000 
9,000 

河
川
等
災
害
復
旧
事
業
費
補
助 

28,463,000 
5,364,582 

都
市
災
害
復
旧
事
業
費
補
助 

164,000 
7,334 

港
湾
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助 

669,000 
33,350 

河
川
等
災
害
復
旧
助
成
事
業
費
補
助 

1,398,000 
215,639 

河
川
等
市
外
関
連
事
業
費
補
助 

1,564,000 
306,000 

河
川
激
甚
災
害
対
策
特
別
緊
急
事
業
費
補
助 

16,268,500 
1,446,500 

   

こ
の
国
の
あ
り
方 

  

い
ま
、
こ
の
国
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。
地
方
の
過
疎
化
は
高
度
経
済
成
長
と
共
に
加
速
化
し
、
自
然
破
壊
、

環
境
破
壊
も
経
済
の
肥
大
化
に
比
例
し
て
深
刻
化
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
右
肩
上
が
り
の
経
済
成
長
が
終
わ
っ
た
こ
と
を

知
っ
て
い
る
。
「
経
済
優
先
」
社
会
や
「
東
京
」
モ
デ
ル
を
身
近
に
作
る
よ
う
な
む
な
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
転
換
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
右
肩
上
が
り
で
経
済
が
膨
張
し
中
央
に
依
存
し
て
い
れ
ば
課
題
が
解
決
し
た

時
代
、
国
か
ら
政
策
が
下
り
て
く
る
こ
と
を
待
つ
時
代
か
ら
脱
し
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
目
で
地
方
の
目
標
を
見
据
え

る
時
代
が
き
た
こ
と
を
自
覚
す
る
。 

 

国
庫
補
助
金
と
地
方
交
付
税
の
見
直
し
、
税
財
源
の
移
譲
の
い
わ
ゆ
る
「
三
位
一
体
改
革
」
案
は
、
国
民
の
視
点
か

ら
見
る
と
国
と
地
方
の
財
源
配
分
の
問
題
に
し
か
見
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
地
方
が
中
央
か
ら
地
域
主
権
を

奪
取
で
き
る
千
載
一
遇
の
重
要
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
に
自
己
決
定
権
が
回
復
す
れ
ば
、

住
民
参
加
が
進
む
。
い
ま
こ
そ
、
住
民
本
位
の
自
治
を
取
り
戻
す
時
で
あ
る
。
こ
の
提
言
の
実
現
を
図
り
、
地
域
が
そ

れ
ぞ
れ
光
り
輝
く
「
新
し
い
日
本
」
を
目
指
し
、
地
方
が
互
い
に
切
磋
琢
磨
・
創
意
工
夫
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
。 

  

わ
が
国
が
国
家
と
し
て
存
立
し
得
る
か
否
か
の
瀬
戸
際
に
あ
る
と
い
う
危
機
感
を
背
景
に
し
て
、
現
在
の
閉
塞
状
況

か
ら
立
ち
上
が
り
、
活
力
に
溢
れ
、
豊
か
さ
を
実
感
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
住
民
に
最
も
近
い
行
政
の

最
前
線
（
現
場
）
で
あ
る
地
方
が
、
国
庫
補
助
金
の
見
直
し
を
手
始
め
に
し
て
、
国
の
あ
り
方
を
根
本
か
ら
変
革
し
、

新
し
い
「
分
権
国
家
」
に
リ
セ
ッ
ト
し
、
再
生
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。 

  

以
上
、
新
し
い
日
本
を
つ
く
る
国
民
会
議
の
知
事
メ
ン
バ
ー
の
連
名
に
よ
り
、
緊
急
に
提
言
す
る
。 

  

注 
 

本
論
文
は
、
中
央
公
論
二
〇
〇
三
年
十
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
を
中
央
公
論
編
集
部
の
ご
了
解
を
得
て
、
二
十
一
世
紀
臨
調
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
用
に
転
載
し
た
も
の
で
す
。
な
お
、
本
論
文
は
、
二
十
一
世
紀
臨
調
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
意
図
に
沿
う
よ
う
に
編
集
を

施
し
て
い
ま
す
。 

 

  


